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各訪問介護事業所の長 

各定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の長 様 

各夜間対応型訪問介護事業所の長 

 

 

岐阜県健康福祉部高齢福祉課長  

 

 

令和８年度岐阜県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金の  

ニーズ調査について（依頼） 

 

 

平素は本県の高齢福祉行政にご理解とご協力を賜りありがとうございます。 

本県では、人材不足が喫緊の課題である訪問介護サービスについて、その担い手

を確保し経営改善を図ることで、地域において持続的・安定的なサービス提供体制

を確保することを目的として、訪問介護等サービス事業所が行う事業に要する経費

に対する補助金制度を設けております。 

 つきましては、来年度（令和８年度）の事業実施に向け、ニーズを把握し、予算

要求の参考資料としたいので、本事業の実施予定がある場合には、ご回答をお願い

いたします。 

なお、回答は事業所毎に作成した上で、法人単位でとりまとめのうえご提出願い

ます。 

 

 

記 

 

 

１ 提出資料 

「Ｒ８ニーズ調査票」（Excel ファイル） 

 

２ 提出期限 

令和７年９月９日（火）【必着】 

 

３ 提出方法 

高齢福祉課（c11215@pref.gifu.lg.jp）宛 電子メールにて送付 

 

４ 留意事項 

 事業の具体的な内容は、下記の県 HP をご確認ください。 

【岐阜県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金ＨＰ】 

トップページ> 分類でさがす> 子ども・女性・医療・福祉> 高齢者> 介護人材

確保> 令和７年度岐阜県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金 

（写）



（https://www.pref.gifu.lg.jp/page/445806.html） 

 本調査は、来年度の提出事業者への補助をお約束するものではございません。

ご要望を頂いても事業が実施されない場合や満額交付決定を行えない場合

があります。 

 事業費の算定に当たり、見積もり等の添付書類は不要です。 

 本調査は、令和８年度についてのものです。令和７年度に本補助金を活用し

て事業を実施する場合は、別途交付申請書を提出する必要があります。 

 

 

 

 担当所属 岐阜県健康福祉部高齢福祉課長寿社会推進係 

担当係長 山本 担当 丹羽 
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